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一般貸切旅客自動車運送事業 法令試験問題

【注意事項】

１．携帯電話やスマートフォン等の電子機器の電源はお切りください。

２．試験開始の合図があるまで、問題用紙は開けないでください。

枚数は、表紙を含めて６枚あります。

３．問題用紙に解答欄がありますので、問題用紙は持ち帰れません。

４．試験開始の合図がありましたら、最初に「事業者名」「受験者名」「席番号」

を確実に記入してください。

５．本問題中「事業者」と記載しているものは、「一般貸切旅客自動車運送事業者」

を指します。また、設問の文中には、法令条文の一部を省略しているものが

あります。

６．試験中に、「過去問題を見る」等の禁止されている行為を確認した場合、

不合格扱いとします。

７．試験開始後３０分経過した段階で、途中退席についてのご案内をします。

解答が終わり途中退席を希望される方は、他の受験者の迷惑とならないよう

静かに退出して下さい。退出後はご帰宅いただいて構いません。

８．試験結果につきましては、郵送にて通知致します。

関 東 運 輸 局
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申請者名（事業者名） 席

番

号

記入者名（受験者名）

Ⅰ．次の１．から１５．までの文章で、正しいものには ○ 印を、そうでないものには × 印を

（ ）内に記入しなさい。

１．安全統括管理者は、法令に定める方法で行つた日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定し

なければならない。（車両法施行規則第３２条）

（ × ）

２．一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定める場合、少なくとも運賃及び料金の収受並びに

一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項を明確に定めなければならない。

（道路運送法第１１条）

（ ○ ）

３．一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法における運賃は、営業所の所在する

出発地の運賃を基礎として計算するものとする。

（一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法）

（ ○ ）

４．事業者は、事業用自動車の運転者が乗務した場合は、当該自動車の平均速度、運行距離及び運

行時間を運行記録計により記録し、かつ、この記録を一年間保存しなければならない。

（運輸規則第２６条）

（ × ）

５．一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令

で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

（道路運送法第２２条の２）

（ ○ ）
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６．事業者の運転者は、乗務中、運行指示書を携行しなければならない。（運輸規則第５０条）

（ ○ ）

７．旅客自動車運送事業者は、日日雇い入れられる者を事業用自動車の運転者として選任してはな

らない。（運輸規則第３６条）

（ ○ ）

８．事業者は、法令の規定による通知に従い、地方公共団体の長に対し、適正化事業の負担金を納

付する義務を負う。（道路運送法第４３条の１５）

（ × ）

９．旅客自動車運送事業者は、主たる事務所ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けな

ければならない。（運輸規則第４７条）

（ × ）

１０．事業者は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を

届け出なければならない。（道路運送車両法第５２条）

（ ○ ）

１１．旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならない。

（道路運送法第４条）

（ × ）

１２．旅客自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはなら

ない。（運輸規則第２１条）

（ ○ ）

１３．事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。ただし、天災の場

合のみ、この限りではない。（道路運送法第１０条）

（ × ）

１４．一般貸切旅客自動車運送事業において、営業所に配置する事業用自動車の数が３９両の場合に

必要となる運行管理者の選任数は２人である。（運輸規則第４７条の９）

（ ○ ）

１５．事業者は、法令及び告示の規定による運送引受書の写しを当該運送終了の日から一年間保存し

なければならない。（運輸規則第７条の２）

（ ○ ）
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Ⅱ．旅客自動車運送事業の運行管理に関する次の文中、（ ）内に入る字句として正しいも

のを下欄から選び、（ ）内に記号を記入しなさい。

（運輸規則第２４条）

旅客自動車運送事業者は、乗務しようとする運転者に対して対面（運行上やむを得ない場合は電

話その他の方法。）により（ ウ ）を行い、次の各事項について報告を求め、及び確認を

行い、並びに（ コ ）の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

・道路運送車両法の規定による（ イ ）又はその確認

・（ オ ）の有無

・疾病、疲労、（ カ ）その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有

無

ア．運行管理者 イ．点検の実施 ウ．点 呼 エ．事故歴 オ．酒気帯び

カ．睡眠不足 キ．安全な運転 ク．他 社 ケ．教 育 コ．事業用自動車

サ．自動車の登録 シ．資金不足 ス．翌 日 セ．指 示 ソ．運行指示書

Ⅲ．一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する次の文中、（ ）内に入る字句と

して正しいものを下欄から選び、（ ）内に記号を記入しなさい。

（道路運送法第９条）

国土交通大臣は、事業者の運賃及び料金が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者

に対し、（ セ ）を定めてその運賃及び料金を変更すべきことを命ずることができる。

・（ イ ）事情に照らして著しく不適切であり、旅客の（ エ ）するおそれがある

ものであるとき。

・特定の旅客に対し不当な（ ス ）取扱いをするものであるとき。

・他の事業者との間に不当な（ サ ）を引き起こすおそれがあるものであるとき。

ア．条 件 イ．社会的経済的 ウ．公共の福祉 エ．利益を阻害 オ．需 要

カ．違 反 キ．優先的 ク．変 更 ケ．協議会 コ．連 携

サ．競 争 シ．利便を向上 ス．差別的 セ．期 限 ソ．適 合
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Ⅳ．次の文中の（ ）の部分にあてはまる語句を 答． の欄に記入しなさい。

１．事業者は、旅客自動車運送事業（一般乗用旅客自動車運送事業を除く。）の輸送の安全に関す

る業務として、事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務に（ ）以上従事し

た者を安全統括管理者に選任できる。（運輸規則第４７条の５）

答． 三 年

２．事業者は、運送の（ ）を受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。

（道路運送法第１４条）

答． 申込み

３．一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその（ ）を受けなければ、その

期間の経過によつて、その効力を失う。（道路運送法第８条）

答． 更 新

４．旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を受け付けた場合には、

法令に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して（ ）間保存し

なければならない。（運輸規則第３条）

答． 一 年

５．一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するた

めに講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる

情報を（ ）しなければならない。（道路運送法第２９条の３）

答． 公 表
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Ⅴ．事業者が、その事業計画を変更しようとするときに、認可を受けなければならない場合がありま

す。では、下記の中で認可を必要とする事項を選び、該当する事項には ○ 印を、そうでない事

項には × 印を記入しなさい。

（道路運送法第１５条）

① 営業区域の拡大 （ ○ ）

② 営業所の位置の変更 （ ○ ）

③ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更 （ × ）

④ 役員の変更 （ × ）

⑤ 自動車車庫の位置及び収容能力の変更 （ ○ ）

Ⅵ．事業者は、事業用自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、

その記録を一年間保存しなければならないが、記録する事項に関する次の文中、（ ）

内に入る字句として正しいものを下欄から選び、（ ）内に記号を記入しなさい。

（運輸規則第２５条）

・乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び（ カ ）

・運転を交替した場合は、その（ キ ）及び日時

・旅客が（ サ ）

・乗務員が睡眠に必要な施設で睡眠をした場合は、当該施設の（ エ ）

・道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅

延その他の異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び（ オ ）

ア．運賃及び料金 イ．幅 員 ウ．乗車した時間 エ．名称及び位置 オ．原 因

カ．乗務した距離 キ．地 点 ク．理由及び氏名 ケ．規模及び料金 コ．種 類

サ．乗車した区間 シ．計 画 ス．結果及び弁明 セ．瞬間最高速度 ソ．経 験


